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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年７月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月１９日 ０７時１２分ごろ 

発生場所 青森県野辺地
の へ じ

町野辺地港北方沖 

野辺地港西防波堤灯台から真方位００６°１.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４０°５４.５′ 東経１４１°０７.０′） 

事故の概要 漁船平安
へいあん

丸は、北進中、また、漁船あけぼの丸は、操業しながら北

進中、両船が衝突し、平安丸があけぼの丸に乗り上げた。 

あけぼの丸は、船長及び甲板員が負傷し、左舷船尾部に破口等を生

じ、また、平安丸は、右舷船首船底部に破口を生じた。 

事故調査の経過  令和５年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 平安丸、４.１トン 

ＡＭ３－３４３２１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.３０ｍ（Lr）×３.００ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２５０.００kＷ、平成元年３月１７日 

第２１２－１６８９２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 あけぼの丸、２.９トン 

ＡＭ３−３６１２３（漁船登録番号）、個人所有 

９.７５ｍ（Lr）×２.２８ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１３４kＷ（動力漁船登録票による）、平成５

年３月８日 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年６月４日 

    免許証交付日 平成３０年１１月９日 

           （令和６年９月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年６月４日 

免許証交付日 平成３０年１１月９日 

        （令和６年９月４日まで有効）  
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首船底部に破口 

Ｂ 左舷船尾部に破口、機関に濡損 
 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北～南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 本事故当時、前線の通過により風向が北から南東に変化の時機と同

時期であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗

り組み、ほたて
．．．

養殖施設の球付け作業を行う目的で、令和５年１月

１９日０６時３０分ごろ、同養殖施設に向けて野辺地港馬
ま

門
かど

地区を出

港した。 

球付け作業は、ほたて
．．．

の成長による重量増加によって養殖施設が沈

降するのを防ぐ目的で、段階的に養殖施設の浮き球を増設する作業で

ある。 

Ａ船は、後部甲板の船首側にある操舵室の他に、前部甲板の右舷船

首側に高さ約１.８ｍ、幅約８０cm の操舵区画（以下「前部操舵区

画」という。）があるので、船首から右舷方約１０°に死角が生じ、

また、前部操舵区画の前方に、球付け作業用のプラスチック製浮き球

が船首手すりの高さまで積み上げられていたので、前部操舵区画より

低い位置に左右約１５°の死角が生じていた。 

船長Ａは、操舵室に立ち、手動操舵で約１７ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で、周囲に設置された刺し網に注意を払

い、同刺し網のボンデンを避けることに意識を向けながら北進中、

０７時１２分ごろ、強い衝撃を受けたので、機関を中立として船首方

に移動して確認すると、Ａ船の船首がＢ船の船尾に衝突して乗り上げ

たことが分かった。 

船長Ａは、Ｂ船の乗組員２人と共に、人力でＡ船をＢ船から下ろそ

うとしたが、衝突箇所が噛
か

み込んで外れず、その後、Ｂ船の船尾が押

し沈められ、浸水してきたので、Ｂ船の乗組員２人をＡ船に移乗させ

た。 

Ａ船は、Ｂ船が船尾から沈み込んで浸水量が増し、海中に水没した

ことにより、Ｂ船から離れた。 

船長Ａは、Ｂ船が水没後、Ａ船の船首を確認すると、右舷船首船底

部に破口を生じて浸水していたので、漁業無線で僚船に救助を依頼し

た。 

Ｂ船の乗組員２人は、来援した僚船に移乗し、また、Ａ船は、船長

Ａ及び甲板員Ａが乗船した状態で野辺地港馬門地区へえい
．．

航された。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、なまこ
．．．

刺し網漁の操業の目的で、０６時００分ごろ、野辺地
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港北方の漁場へ向けて同港馬門地区を出港した。 

Ｂ船は、Ａ船と同様に前部操舵区画が設置されており、０６時１０

分ごろ、約２kn の速力で北進しながら操業を開始し、船長Ｂが前部操

舵区画で操船及び揚網機による刺し網の揚網作業を行い、甲板員Ｂが

船体中央付近で漁獲物の回収及び投網準備を行っていた。 

Ｂ船は、０７時１２分ごろ、２回目の揚網作業に当たっていたとこ

ろ、左舷船尾方から機関音が聞こえてきたので、船長Ｂ及び甲板員Ｂ

が振り返ると至近にＡ船が迫っており、船長Ｂが機関を中立として揚

網機を停止させ、甲板員ＢがＡ船に対して手を振り、大声を上げたも

のの、Ａ船がＢ船の左舷船尾から乗り上げる状態で衝突した。 

船長Ｂは腰部打撲傷及び腸腰筋炎を、甲板員Ｂは右上肢打撲傷を負

い、Ｂ船は、左舷船尾部に破口が生じた。 

船長Ｂは、漁業無線で所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡

し、当初、甲板員Ｂと共にＢ船に乗り上げたＡ船を人力で下ろそうと

していたが、そのうち、甲板上に浸水が確認できたので、すぐにＡ船

を経由して来援した僚船に移乗して野辺地港馬門地区へ戻った。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、翌日、自家用車で青森県東北町内の病院に

行き診療を受けた。 

Ｂ船は、後日、引き揚げられた後、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷

状況、写真３ Ａ船の前部甲板上の操舵区画、写真４ Ａ船の船首

方の死角状況、写真５ Ｂ船、写真６ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 

 

本事故発生場所付近は、野辺地港から養殖施設の漁場区域の間を南

北方に延びる水路であり、刺し網漁の操業区域でもあり、周年、刺し

網が設置されていた。 

船長Ａは、Ａ船の船首に死角が生じていたものの、周囲の刺し網に

注意を払い、ボンデンを避けることに意識を向けて操船しており、船

首死角を補う見張りを行っていなかった。 

甲板員Ａは、本事故当時、操舵室後方で船尾方を見ながら、座って

いた。 

Ｂ船の刺し網は、１張の長さが約４００ｍであり、南北方向に設置

されていた。 

船長Ｂは、操業に意識を向けていたので、Ａ船の機関音に気付いた

ときには、既に衝突回避の時機を失していたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、北風が吹いている状況下、南方から接近するＡ船の機関

音が聞こえづらかったと本事故後に思った。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、全員、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ船は、野辺地港北方沖において、北進中、船長Ａが、船首方に死

角があったものの、周囲の刺し網に注意を払い、ボンデンを避けるこ

とに意識を向けて航行を続けたことから、Ｂ船に接近していることに

気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、野辺地港北方沖において、操業しながら北進中、船長Ｂ

が、揚網作業に意識を向けて操業を続けたことから、風向と接近方向

が逆のＡ船の接近に気付くのが遅れ、至近に迫ったＡ船に対して手を

振り、大声を上げたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、風向とＡ船の接近方向が逆であり、Ａ船の機関音が聞こ

えづらかったことから、Ａ船の接近に気付くのが遅れた可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、野辺地港北方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が操業し

ながら北進中、船長Ａが、船首方に死角があったものの、周囲の刺し

網に注意を払い、ボンデンを避けることに意識を向けて航行を続け、

また、船長Ｂが、揚網作業に意識を向けて操業を続けたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、船首死角がある場合、船首を左右に振ったり、眼高を上

げたりするなど、見張りを適切に行うこと。 

・船長は、港近くの漁場区域間の水路など、船舶の往来がある海域

で操業する場合、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・操業船の船長は、航行船が常に操業船を避けてくれると思わず、

周囲の見張りを適切に行い、自船に向かって航行してくる他船を

認めた場合、自船を移動させるなど衝突を避けるための措置を採

ること。 

・船長は、風が吹いている場合、接近する他船の風上側では、その

機関音が聞こえづらいことがあるので、自船の風下側には、特に

留意すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ａ船の前部甲板上の操舵区画 

 
 

 

写真４ Ａ船の船首方の死角状況 
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写真５ Ｂ船 

 
 

 

写真６ Ｂ船の損傷状況 

 


